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令和８年度 津久見市国民健康保険事業計画 

 

令和８年４月１日 

１．計画の目的 
 

 本事業計画は、国民健康保険運営の安定化を図るため、国保税収納率向上や医療費適正

化対策、保健事業などの主要事業を計画的かつ効率的に実施するため策定するもの。 

 

２．主要事業 
 

（１）収納率向上対策 
 

    【国民健康保険税収納率】                           （単位：％） 

区 分 ３年度   ４年度  

 

５年度  

 

６年度  

 

７年度  

（見込） 

８年度  

（目標） 

現 年 ９７.２５ ９６.２０ ９５．０３ ９５．２９ ９５．１３ ９５．９４ 

過 年 １０.５９ １１.１６ １４．３３ １８．１０ １６．００ １６．００ 

計 ７４.００ ７４.１０ ７４．６０ ７９．７７ ７９．００ ７９．１０ 

  ※７年度は計画策定時における把握可能な数値を記載 ※現年は一般分のみ 
 

① 体制の強化 

・県や国保連が開催する研修会等に積極的に参加するとともに、職場内での研修等を

実施し、徴収担当職員の資質向上を図る。 

・「滞納整理強化月間」を設けるなど、適時・適切な取組を実施し、未収額の圧縮を

図る。 

・国保担当職員と課税・徴収担当職員との連携を密にし、資格管理情報と課税・納税

情報を互いに共有する。 
 
 

② 口座振替等の推進 
 

 （口座振替） 

・新規加入手続時や納税相談時などの機会を活用して口座振替依頼書を渡すととも

に、広報紙への記載や窓口でのチラシ配布などにより、口座振替の推進を一層強化

する。 
 

    【口座振替世帯率】                           （単位：世帯、％） 

区 分 ３年度     ４年度     ５年度 

 

６年度 

 

７年度 

 

８年度 

（目標） 

総世帯数  ２，８６１ ２，７９４ ２，６２１ ２，４７３ ２，２６０ ２，１０６ 

振替世帯数 １，１２２ １，１０４ １，０１４ ９６７ ９２０ ９７０ 

振替世帯率 ５６.７２ ５６．８５ ５５．８６ ５６．３５ ５５．２０ ６１．８２ 

出典：国民健康保険実施状況報告 

※口座振替世帯率 ＝ 振替世帯数÷（総世帯数－納税組織世帯数－特別徴収（年金天引き）世帯数） 

   ７年度は計画策定時における把握可能な数値を記載 
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（コンビニ納付、スマホ決済アプリを利用した納付） 

 ・納税者の利便性の向上を図るため、令和４年度からコンビニエンスストアでの納付、 

スマホ決済アプリ（PayB、PayPay）を利用した納付を開始。 
  

③ 滞納整理・処分、執行停止 

・滞納者の財産状況や生活状況等に応じて、電話催告・文書催告、臨戸などを効果的

に行い、早期収納を図る。 

・自主納税が期待できない滞納者に対しては、機を逸することなく差押えを実施する。

また、捜索を実施するなどの厳正な滞納処分を行うとともに、滞納が長期に亘る事

案については、換価や差押換え等により滞納整理を実施する。 

・滞納者の財産状況等を踏まえ、滞納処分の執行停止を行うべきものについては、確

実に処理し、未処理のまま時効が完成することのないように努める。 

・納税相談、弁明書提出の機会の活用、夜間納税相談などの実施により、さらなる収

納確保に努め滞納額を縮減する。 
 

④ 特別療養費の支給 

特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から１年以上経過した場合は、特

別療養費の支給に係る事前通知を行ったうえで、特別療養費の支給対象とする。 

 

（２）適用適正化対策 
 

① 適用適正化調査 

・適用適正化調査(特に擬制世帯を対象とした調査)を実施し、適用の適正化を図る。

（適正化強化月間を設け集中的な調査を実施） 
 
 

② 保険資格重複適用者対策 

・日本年金機構との連携を図り、国民年金第１号・第３号被保険者資格喪失者一覧表

を活用し、厚生年金保険等の資格取得者に対して、保険資格の異動手続きを促す。 

・国保情報集約システムを介し連携される資格重複状況結果一覧ファイルにより適正

化を図る。 
 

③ 居所不明被保険者対策 

・資格確認書、納税通知書、督促状、医療費通知等の返送分について調査票を作成の

うえ実態調査を実施する。関係課と情報共有を行い、被保険者の転居等が判明した

場合には、国保台帳から消除するとともに、住民票担当課に対して住民登録の職権

抹消を依頼する。 
 

④ 適正賦課 

・税務担当課と連携して適正な所得の把握を図るとともに、所得申告の指導を徹底す

る。 

・所得未申告者に対しては国保税の軽減措置が適用できないため、資格確認書等交付

時のお知らせや窓口、ホームページ等を通じて、申告の必要性について被保険者に

周知する。 
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（３）医療費適正化対策 
 

① レセプト点検 

・医療機関から請求されるレセプトの内容や国保資格を点検し、適正な医療費の支払

に努める。 

・内容点検業務については、大分県国民健康保険団体連合会へ委託。 

・介護保険担当課と連携し、介護との重複請求等について確認する。 

・月ごとに重点点検事項を設けるなど、多角的な点検を実施する。 

・月例事務の事後処理として不当利得等に伴う返還請求、第三者行為に伴う損害賠償

請求、保険者間調整等を実施する。 
 

【点検効果額 １人当たり財政効果の状況】                 （単位：円） 

区 分 ３年度    ４年度    ５年度    ６年度    ７年度    ８年度   

（目標） 

効果額 

資格点検分 
５７ ８０ ２ ９８３ ７２８ １００ 

効果額 

内容点検分 
４３５ ４７５ ５２５ ９４３ ４５４ ５００ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 医療費通知 

  ・被保険者に対して、保険医療機関等で治療を受けた際の医療費を通知することによ

り、保険者負担の動向や受診内容の確認、健康に対する認識等の啓発を促す。 

  ・受診歴のある世帯の世帯主に対し、原則として３か月分をまとめて通知する。（年

間４回） 

 

③ 重複・頻回受診、重複服薬、多剤服薬の是正 

・国保連から提供される「重複多受診者一覧表」「重複服薬者候補リスト」から重複

頻回受診者、重複、多剤服薬者を抽出し、対象者に対する指導通知書の発送及び訪

問指導を実施する。 
 

   ※１．重複受診者：同じ疾病中分類で、１か月に３か所以上の医療機関を受診し 

            ている被保険者。 

２．頻回受診者：１か月に同じ医療機関での受診回数が１０回以上の被保険者。 

３．重複服薬者：２か所以上の医療機関から同じ薬効の薬剤投与を受けている被

保険者。 

    ４．多剤服薬者：重複、頻回受診者、重複服薬者の中で、１か月に１０種類以 

            上の服薬がある被保険者。 

④ 第三者行為求償 

・交通事故等による第三者行為に係る求償事務については、直接的に医療費の適正化

に繋がることから積極的に実施する。 

・県等が開催する研修会に積極的に参加する。 

出典：国民健康保険実施状況報告   執行状況調査「診療報酬明細書の点検調査状況」 

７年度は計画策定時における把握可能な数値（１月点検分まで） 
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・医療機関や消防署等に対し情報提供等の協力を依頼して、対象案件を早期に把握し、

第三者行為求償に繋げる。 

・被保険者に対しては、交通事故に遭った場合などの届出を確実に行うように周知す

る。 
 

    【第三者行為求償額等】                    （単位：％、日、千円） 

区 分 ３年度    ４年度    ５年度    ６年度    ７年度    ８年度   

（目標） 

1.自主的提出率 １００ １００ １００ １００ １００ １００ 

2.国保適用開始から 60

日以内の提出率（％） 
― ３３ ０ １６．７ ５０ 

１００ 

3.勧奨後 30 日以内の

提出率（％） 
― １００ ０ ０ ５０ １００ 

4.平均日数 ― １５５ ７９ １３０ １２８ １２０ 

5.「10．第三」

の記載率（％） 
― １００ １００ ８３．０     ０ １００ 

6.求 償 額 2,144 68 0 2,545 717 - 

※１．自主的提出率：傷病届の自主的提出率 

※２．国保適用開始から 60 日以内の提出率（％） 

※３．勧奨後 30 日以内の提出率（％） 

※４．平均日数：傷病届受理日までの平均日数 

※５．レセプトへの「10．第三」の記載率（％） 

７年度は計画策定時における把握可能な数値 

 

⑤ 後発医薬品の使用促進(差額通知) 
 

  ・先発医薬品との差額が、被保険者の負担額で２００円以上ある方に対し、差額を通

知することにより、可能な限り後発医薬品を選択してもらい、患者負担の軽減、医

療保険財政の改善に資する取組として差額通知を送付する。（年１回１０月通知） 
 

    【後発医薬品使用率（数量ベース・新指標）】                （単位：％） 

区 分 ３年度           ４年度           ５年度           ６年度           ７年度           ８年度          

（目標） 

使用率 ８５．２ ８７．７ ８７．９ ９２．０ ９２．７ ９３．０ 

 

   ※新指標：後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品中の後発医薬品使用割合 

        ７年度は計画策定時における把握可能な数値（R8.1 月審査分まで） 

 

⑥ 柔道整復療養費の適正化 

・広報紙やリーフレット配布などにより保険給付の範囲等について広報を行い、被保

険者の関心を高め、適正受診を推進する。 

・多部位、長期又は頻度が高い施術患者に対して、負傷部位や原因の調査等を実施し、

出典：国保連提供保険者別統計資料 
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患者に対する適正受診の指導等を行う。 

・申請内容に疑義のある施術所を対象に、患者調査を実施する。 

 

（４）保健事業 
 

① 調査・分析 

・国保連のＫＤＢデータ等を用いて、疾病状況や生活習慣等を調査・分析したうえで、

「第３期データヘルス計画」に基づき、健康課題の解決に向けて的確な保健事業を

実施する。 

 
 

② 特定健康診査 

・生活習慣病の発症や重症化を予防するとともに、内臓脂肪症候群に着目した保健指

導の対象者を的確に抽出するため、「特定健康診査実施計画」に基づき、４０歳以

上の被保険者を対象とする特定健診を実施する。 

・対象者全員に受診希望調査票を送付するとともに、市で作成する健康サポートブッ

クや市報等で周知する。 

・健診結果に数値の持つ意味の説明を添えて、速やかに受診者へ提供する。 

・受診しやすい環境づくりのため、巡回型健診、各種がん検診等との同時受診、土曜

日・日曜日の開催などを行う。 

・未受診者に対し、業者委託による受診勧奨ハガキの送付、電話、訪問等による受診

勧奨を行い、実施率の向上を図る。 

・会社の健診を受けている方について、労働安全衛生法に基づく事業主健診を実施し、

受診率向上を図る。 

・特定健康診査と同項目の検査を通院中の医療機関等で既に受けられている方につい

て、みなし健診を実施し、実施率の向上を図る。 

 

    【特定健診受診率】                             （単位：％） 

区 分 ３年度    ４年度    ５年度    ６年度    ７年度    ８年度   

（目標） 

実施率 ４３．２ ４３．５ ４３．９ ４４．２ ４４．０ ５４．０ 

    

※７年度は計画策定時における把握可能な数値（R8.1.31 現在） 

 

③ 基本健診（若年者健診） 

・青年期からの生活習慣の改善、早期治療につなげ、将来の重症化を防ぐため、 

１９歳から３９歳までの被保険者を対象とする基本健診（若年者健診）を特定 

健診と同様に無料で実施する。 

・対象者全員に受診希望調査票を送付するとともに、健康サポートブックや市報 

等で周知する。 

  ・受診しやすい環境づくりのため、巡回型健診、各種がん検診等との同時受診、土 

曜日・日曜日の開催などを行う。 
 

出典：特定健診等の実施状況に関する結果（法定報告） 
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④ 特定保健指導 

・内臓脂肪症候群に着目し、その原因となっている生活習慣を改善するための指導を

行うことにより、対象者が自ら生活習慣を見直し、健康的な生活を維持することが

できるよう特定保健指導を実施する。 

・対象者に対し文書や電話、訪問等による保健指導を行い、実施率の向上を図る。 

・県や国保連が開催する研修会等に積極的に参加するとともに、職場内での研修等を

実施し、指導担当職員の資質向上を図る。 
 

    【特定保健指導実施率】                            （単位：％） 

区 分 ３年度 

 

４年度 

 

５年度 

 

６年度 

 

７年度 

 

８年度 

（目標） 

実施率 ３９．３ ４０．６ ４７．４ ３５．３ ４７．０ ５２．０ 

    

※７年度は計画策定時における把握可能な数値 

 

⑤ 生活習慣病重症化予防 

・生活習慣病の発症・重症化予防のための集団教育や、個別の保健指導を実施する。 

・受診勧奨値である場合は、医療機関への受診勧奨を行い、併せて保健指導を行う。 

・生活習慣病の未治療の被保険者を医療機関に繋ぐため、早期の受診勧奨を実施する。 
 
 

    【生活習慣病有病率等】                            （単位：％） 

区 分 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

 

８年度 

（目標） 

生活習慣病有病率 52.80 54.4 54.4 54.7 53.0 52.8 

う ち 脂 質 異 常 症  29.67 31.9 32.0 33.2 31.8 31.5 

う ち 高 血 圧 症   31.99 33.0 33.7 33.9 32.8 32.5 

うち虚血性心疾患 6.31 6.8 6.9 7.2 7.5 7.4 

う ち 脳 血 管 疾 患  5.20 5.1 5.1 5.3 4.9 4.7 

うち糖尿病有病率 14.99 15.6 15.9 16.2 16.2 16.0 

糖 尿 病 有 病 者 

の う ち 人 工 透 析 率 
2.80 3.0 2.8 2.7 3.1 3.0 

喫 煙 率 11.8 13.1 12.9 12.1 13.3 13.0 

    

※糖尿病有病者のうち人工透析率：糖尿病有病者のうち人工透析を行っている方の割合 

    喫煙率以外は各年度 5 月診療分 

 

⑥ 糖尿病性腎症重症化予防 

・糖尿病から人工透析への移行を予防・遅延させるため、医療機関等と連携しなが

ら保健指導を行う。 

・「つくみん健康サポート事業」を実施する。 

・県が実施するモデル事業について、積極的に推進する。 

出典：特定健診等の実施状況に関する結果（法定報告） 

出典：ＭＡＰ統計情報システム 
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    【人工透析者数】                               （単位：人） 

区 分 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度（目標） 

人工透析者数     ３０ ３０ ２９ ２６ ２９ ２７ 

うち糖尿病によるもの ７ ８ ７ ８ ７ ６ 

    

※７年度は計画策定時における把握可能な数値 

 各年度 5 月診療分 
 

⑦ 重複多受診者・重複服薬者訪問事業（国保相談員） 

・国保連から提供される「多受診者一覧表」やレセプト点検調査から重複・頻回受診

者を抽出し、対象者に対する指導通知書の発送及び訪問指導を実施する。 

・国保連から提供される「重複服薬者一覧表」やレセプト点検調査から重複服薬者を

抽出し、対象者に対する訪問指導を実施する。 

 

１．重複受診者：同じ疾病中分類で、１か月に３か所以上の医療機関を受診し 

            ている被保険者。 

２．頻回受診者：１か月に同じ医療機関での受診回数が１０回以上の被保険者。 

３．重複服薬者：２か所以上の医療機関から同じ薬効の薬剤投与を受けている被

保険者。 

    ４．多剤服薬者：重複、頻回受診者、重複服薬者の中で、１か月に１０種類上 

の服薬がある被保険者。               

【訪問人数】                          （単位：人） 

年度 ３年度    ４年度    ５年度    ６年度    ７年度 ８年度（目標） 

人数 ３７ ２７ ６４ ６９ ７３ ７５ 

※７年度は計画策定時における把握可能な数値 

 

（５）広報啓発 
 

① 広報紙の活用 

・市町村の広報紙により国保制度の概要等についての周知を図る。 
 

② インターネットの活用 

・市のホームページにより国保制度の概要等についての周知を図る。 
 

③ リーフレット等の活用 

  （小冊子） 

・国保事業全般について被保険者に分かりやすく解説した小冊子を全加入世帯に配布

する。また、加入時等において制度説明、対面説明に活用する。 
 

 （リーフレット等） 

・毎月の療養費や高額療養費の支給決定時、重複多受診対策等の訪問指導の際に、そ

の時々の重点課題(後発医薬品の使用促進等)のリーフレット等を被保険者に配布

し、取組の促進を図る。 

出典：ＭＡＰ統計情報システム 
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（６）保健医療福祉部門との連携 
 

① 健康増進部門との連携 

  ・市民の健康づくりという観点から、健康増進部門との連携を強化する。 

  ・市民を対象にしたがん検診、歯周疾患検診等と特定健康診査の一体的実施を行うこ

とで、双方の受診率向上を図る。また、予防・健康づくりの取組や成果に対しポイ

ントを付与する事業に積極的に関与する。 
   

② 在宅医療・介護部門との連携 

  ・地域包括ケアの構築に向けた庁内連携会議等に参画する。 

  ・ＫＤＢデータ及びレセプトデータを活用し、介護予防の対象となる被保険者を抽出

し、関係課へ情報提供する。 

 

（７）国・県等に対する要望・提言 

  ・被保険者が将来にわたり安心して必要な医療が受けられるよう、国民健康保険の制

度や財政的課題について、引き続き市長会等を通じて要望・提言していく。 

 

（８）国保制度改革への対応 

     国保広域化による、市町村事務の標準化など円滑な制度導入が行えるよう、県や他

市町村、関係機関との協議を進める。 

 

 

 

３．評価 
 

 上記２に掲げる各種対策事業の実施状況をたえず評価するとともに、保険税収納率向

上、適用の適正化、医療費適正化対策や保健事業などの推進を図るため、必要に応じて

取組内容の見直しを行う。 
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４．財政状況等 

 （１）経理状況                                （単位：千円） 

年 度 

 

３年度      ４年度 ５年度  ６年度   ７年度  

（見込） 

８年度  

（予算） 

単年度収入① 2,181,244 2,165,478 2,107,817 1,851,785 1,929,076 2,024,440 

基金繰入金②   39,500 28,000 38,000 60,748 

繰越金③ 58,565 68,412 31,664 34,365 7,727 1 

収入総額 

④=①+②+③ 
2,239,809 2,233,890 2,178,981 1,914,150 1,972,803 2,085,189 

単年度支出⑤ 2,132,740 2,202,127 2,144,515 1,906,300 1,966,665 2,084,389 

基金積立金⑥ 38,658 99 100 123 623 800 

前年度繰上充用額⑦       

公債費⑧       

支出総額 

⑨=⑤+⑥+⑦+⑧ 
2,171,398 2,202,226 2,144,615 1,906,423 1,967,288 2,085,189 

単年度収支差引額 

（経常収支） 

Ａ=①-⑤ 

48,504 △36,649 △36,698 △54,515  △39,589 

 

△56,349 

収支差引合計額 

（収入総額－支出総額） 

Ｂ=④-⑨ 

68,411 31,664 34,366 7,727 5,515 

 

0 

翌年度繰上充用額Ｘ       

翌年度繰上充用額の 

増加額Ｘ’ 

 
    

 

収支差引額 

Ｙ=Ｂ+Ｘ 

 
    

 

国庫支出金精算額Ｃ 13,365 27,468 40,724 34,609 9,676 1 

単年度収支差引額 

（国庫精算後） 

Ｄ=Ａ+Ｃ 

61,869 △9,181 4,026 △19,907 △29,922 △56,348 

収支差引合計額 

（国庫精算後） 

Ｅ=Ｂ+Ｃ 

71,610 59,132 75,090 42,335 15,191 

        

1  

一般会計法定外繰入金の

うち決算補填等目的分Ｆ 

 
    

 

実質的黒字 

Ｇ=Ｂ-Ｆ 
68,411 31,664 34,366 7,727 5,515 

 

0 

 

実質的赤字 

Ｈ=Ａ-Ｆ 
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実質的赤字 

Ｉ=Ｄ-Ｆ 
 

 
 

   

解消すべき赤字額 

J＝Ｆ＋Ｘ’ 

  
 

   

※ 解消・削減すべき赤字額とは「翌年度繰上充用額の増加額（Ｘ’）」と一般会計法定外繰入

金のうち決算補填等目的分（Ｆ）」の合算額とする 

  

（２）令和８年度国民健康保険税率                  （単位：％、円） 

区 分 基礎課税分 後期分 介護分 子ども・子育て支援分 合計 

所得割 9.50％ 2.50％ 1.83％ 0.30％ 14.13％ 

均等割 26,000 円 7,300 円 6,600 円 1,000 円 40,900 円 

平等割 17,600 円 4,800 円 4,000 円 600 円 27,000 円 

18 歳以上均等割    －    －    － 100 円  100 円 

課税限度額 67 万円 26 万円 17 万円 3 万円 113 万円 

    直近の税率変更の時期：令和３年度改正 

※子ども・子育て支援納付金：令和８年度より 

 

（３）基金の状況                                （単位：千円） 

区 分 

 

３年度    ４年度    ５年度    ６年度 

 

７年度 

（見込み） 

８年度 

（予算） 

積立額 38,559 99 99 122 623 799 

取崩額 0 0 39,500 28,000 38,551 60,748 

年度末残高 400,578 400,676 361,276 333,399 295,471 235,522 

 

 

 

５．資料 

 

（１）スケジュール 

※事業計画の年間スケジュール表を別途作成 

 

（２）基礎データ  津久見市国民健康保険の現状 

①国保被保険者数の推移 

 本市の国保被保険者の５年間の推移を表したもの。 

 被保険者は年々減少傾向にある。 

  

【国民健康被保険者数の推移】（各年度末現在） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

３，６５３人 ３，５５１ ３，２７７ ３，０４５ ２，８４１ 

 資料：月報 
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（３）１人当たり医療費の推移 

 １人当たり医療費については、新型コロナ感染症の拡大による受診控えの反動等によ

り、上昇傾向ではあったが、令和６年度は減少している。津久見市の一人当たり医療費は、

５４０，１３５円で、前年度から２８，３０１円減少（５.０％減）しているが、大分県内

で３番目に高い状況である。また、令和２年度と令和６年度を比較すると５３，０２１円

増加（１０．９％増）している。 

 

令和２年度～令和６年度の１人当たり医療費の推移 

                                    単位：円 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

津久見市 487,114 511,615 552,699 568,436 540,135 

大 分 県 450,397 473,794 481,425 497,497 502,987 

全  国 370,881 394,729 403,817    418,253  ― 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国民健康保険事業状況 


